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○
総
務
省
告
示
第
百
二
十
二
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
同
法
第
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
及
び
同
法
第
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
の

二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

総
務
大
臣

武
田

良
太
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第
号

技
適
未
取
得
機
器
検
査
職
員
証
明
書

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
職
員
は

電
波
法
第
４
条
の
２
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第

、
8
2
条
第
２
項
及
び
同
法
第
４
条
の
２
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
3
8
条
の
2
0
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
検
査

を
す
る
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。

所
属

氏
名

交
付

年
月

日

有
効
期
限

年
月

日

総
務

省
印

備
考

大
き
さ
は

縦
６
セ
ン
チ
メ

ー

ト
ル

横
９
セ
ン
チ
メ

ー

ト
ル
と
す
る

、
、

。


